
お知らせ 

 

ソロモン諸島からのシャコガイ科（Tridacna spp.）およびコートジボワールからのマメ科アフロルモシア

（Pericopsis elata）に対する貿易停止勧告の撤回 

 

2 0 2 6 年 1 月 2 0 日 

経済産業省貿易経済安全保障局 

貿易管理部野生動植物貿易審査室 

 

ワシントン条約事務局より、2026 年 1 月 8 日付けでソロモン諸島からのシャコガイ科（Tridacna spp.）

およびコートジボワールからのマメ科アフロルモシア（Pericopsis elata）に対する貿易停止勧告を撤回する

通報が出されました。 

ただし、ソロモン諸島からのシャコガイ科（Tridacna spp.）に対する貿易停止勧告の撤回は、最大

8,125個の Tridacna gigas、1,076個の Tridacna squamosa及び 200個の Tridacna derasaの在庫貝

殻（※）の一回限りの販売に限られます。その他の Tridacna spp.の標本については、2025 年 12 月 18

日よりゼロ輸出割当が設定されており当面の間、取引を自粛していただくことになりますので御注意くださ

い。 

また、コートジボワールからのマメ科アフロルモシア（Pericopsis elata）についても、現時点ではゼロ輸出

割当が設定されており、取引を自粛していただくことになります。コートジボワール管理当局が当該輸出が

マメ科アフロルモシア（Pericopsis elata）の生存に有害でないことを示す科学的根拠をワシントン条約事

務局及び植物委員会に提供することが、同国の取引再開の条件となります。 

（※）貝殻の在庫及び輸出期間は CITES 事務局 HP に本年早期に掲載予定とのこと。 

 

取引停止勧告は、ワシントン条約の下での決議や決定に基づき、締約国が条約履行のための国内法

が未整備であることやワシントン条約で義務付けられている報告が行われていないこと等、ワシントン条約

の常設委員会からワシントン条約を適切に履行していないと見做された特定の締約国との一定範囲の輸

出入の取引を停止する勧告が発出され、ワシントン条約事務局から通報が出されるものです。 

 

ソロモン諸島からのシャコガイ科（Tridacna spp.）およびコートジボワールからのマメ科アフロルモシア

（Pericopsis elata）に対する貿易停止勧告の撤回 

https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2026-004.pdf 

 

取引停止勧告の対象となっている締約国及び動植物種の一覧は以下をご参照ください。 

CITES 事務局 HP 

https://cites.org/eng/resources/ref/suspend.php 

https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2026-004.pdf
https://cites.org/eng/resources/ref/suspend.php


 

和訳参考資料 

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/dow

nload/torihikiteishikankoku_wayaku.pdf 

※法令上、ワシントン条約非締約国とのワシントン条約規制対象貨物の国際取引はできません。そのた

め、和訳参考資料には非締約国に対する取引停止勧告の記載をしておりません。 

 

ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部 野生動植物貿易審査室 

  電話 ０３－３５０１－１７２３ 

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/download/torihikiteishikankoku_wayaku.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/download/torihikiteishikankoku_wayaku.pdf

